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１  目  的 

この運動は、市民一人ひとりが自らの交通安全に関する意識を高め、交通ルールの遵守

と交通マナーの実践に努めることにより、交通事故を未然に防ぐことを目的として実施

する。 

なお、本期間における活動については、新入学児童の通学が始まることから、安全な登

下校に向けた街頭広報を重点的に行うものとする。 

 

２  期  間 

４月６日（月）から４月 15 日（水）までの 10 日間 

 

３  実施機関、関係団体 

菊川警察署、交通安全協会菊川地区支部、菊川地区安全運転管理協会、 

御前崎市交通指導隊、御前崎市交通安全会・女性部、御前崎市 

 

４  スローガン 

  「 安全を つなげて広げて 事故ゼロへ 」 

 

５  重点事項 

 高齢者の交通事故防止（菊川警察署管内重点事項） 

 交差点における安全確認の徹底（御前崎市重点事項） 

 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 

 「ながらスマホ」の根絶 

 歩行者優先等の安全運転意識の向上 

 自転車・電動キックボード等の交通ルールの理解・遵守の徹底 

 

６  広報活動 

本運動の趣旨を周知徹底するとともに、市内における交通事故減少に向け、 

下記の広報活動を実施する。 

 同報無線による広報 

 市公式ＳＮＳによる広報 

 市内通学路や主要道路における街頭広報 

 のぼり旗や懸垂幕の掲出による広報 

 交通指導車による市内巡回広報 

 

 

 

 

 

 

 



７  実施事項 

 

（１）入学おめでとうキャンペーン 

日 時 ４月８日（水） 12 時 15 分から 13 時 00 分 

場 所 御前崎市立浜岡北小学校 
内 容 新入学児童及び保護者へ交通事故防止に向けた広報を行うとともに、 

入学祝品として交通安全啓発品の配付を行う。 

参加者  菊川警察署、交通安全協会菊川地区支部、御前崎市危機管理課 
 

 
（２）交通安全啓発品の配布 

日 付 ４月７日（火）～９日（木） 

場 所 市内５小学校 
内 容 新たに入学した１年生及び登校時の交通安全リーダーとなる新６年生 

に向け、交通安全用品を配付することで、交通安全意識の向上を図る。 

  配布物 【１年生】絵読本、下敷き 

      【６年生】ワッペン、手帳、横断旗 

主催者  御前崎市交通安全会 
 
（３）「通学路安全対策強化の日」に伴う街頭指導 

日 時 【御前崎小・白羽小】４月８日（水） ７時 00 分から７時 40 分  

    【第一小・浜岡北小】４月９日（木） ７時 00 分から７時 40 分 

    【 浜 岡 東 小 】４月 10 日（金） ７時 00 分から７時 40 分 

場 所 市内 43 交差点（ゼロの日街頭指導箇所） 
内 容 新入学児童の集団登校が始まる初日に危険箇所における街頭指導を行 

うことで、通学時における安全を確保するとともに、児童へ危険箇所 
を周知することで、交通事故の未然防止につなげる。 

参加者 御前崎市交通指導隊 
 

（４）「通学路安全対策強化の日」広報活動 

日 時 ４月９日（木）  12 時 00 分から 12 時 30 分 

場 所 御前崎市立第一小学校 
内 容 新入学児童の登校初日の下校時間にあわせて、交通安全に向けた呼び 

かけを行うことで交通事故の未然防止につなげる。 

また、新規採用職員にも参加してもらうことで、参加者自身の交通安 

全意識向上を図る。 

参加者  交通安全協会菊川地区支部、新規採用職員（一般事務職４名）、 
危機管理課職員 

    ※新規採用職員の参加依頼については、所属長及び本人へ改めて依頼 
 



（５）「交通事故死ゼロを目指す日」街頭指導 

日 時 ４月 10 日（金） ７時 00 分から７時 40 分 

※佐倉・比木地区は【（２）「通学路安全対策強化の日」に伴う街頭指導】と兼ねて実施 

場 所 市内 43 交差点（ゼロの日街頭指導箇所） 
内 容 全国一斉に実施される「交通事故死ゼロを目指す日」に合わせて街頭指導を 

行い、交通事故の未然防止と交通安全意識の向上を図る。 

参加者  御前崎市交通指導隊 
 

（６）高齢者宅訪問 

日 時 ４月 14 日（火） 13 時 30 分から 14 時 30 分 

場 所 門屋地区 
内 容 高齢者宅を戸別訪問して交通安全啓発品を配付するとともに、交通安 

全に向けた呼びかけを行うことで、交通事故の未然防止を図る。 

参加者  交通安全協会菊川地区支部、御前崎市危機管理課 
 
 

（７）御前崎市交通安全会構成団体による広報活動 

期 間 ４月６日（月）から４月 15 日（水）（春の全国交通安全運動期間中） 

内 容 御前崎市交通安全会の構成団体において重点事項に即した広報活動 

を展開することで、見守りの目を増やすとともに、交通事故防止に向 

けた声掛けの機会を増やし、交通安全意識の向上を図る。 

なお、本活動にあっては、統一実施日は設けず、各構成団体により実 

施日を定めて実施する。 

対象者 御前崎市交通安全会構成団体 


